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定期監査結果報告書 

１ 監査の期間 

  令和 4年 9月 7日から令和 4年 11月 29日 

 

２ 監査の対象 

 ○ 総 務 部 

     総務課・税務課・債権管理課・支所課 

 ○ 経営企画部 

     企画政策課・財政課・秘書広報課・市民協働課 

○ 福 祉 健 康 部 

     社会福祉課・高齢者福祉課・子育て支援課・健康づくり課 

 ○ 教育委員会 

     教育総務課・学校教育課・生涯学習課 

学 校 監 査 

栗源中学校・東大戸小学校・佐原小学校・香取小学校・瑞穂小学校 

 ○ 議 会 事 務 局 

 

３ 監査の実施内容及び着眼点 

  地方自治法第 199条第 3項の定めるところにより、財務に関する事務の執行及び市

の経営に係る事業の管理が、同法第 2条第 14項及び第 15項の規定に沿っているかに

ついて、香取市監査基準に準拠し、次のとおり監査を行った。 

（1）資料調査 

事前に各課等から監査資料の提出を求め、内容等について調査検討した。 

（2）関係職員への事情聴取 

関係職員出席のもと、関係書類及び諸帳簿の随時説明を求め確認を行った。 

 

【本年度の重点項目】 

「広報かとりの掲載状況」とし、市民へ市政情報等を発信するための重要な手段

である「広報かとり」について、掲載情報の内容及び時期の適確性や効果を検証し、

市民に必要な情報を迅速にわかりやすく発信し、有効に市民に周知できているかの

観点から確認した。 

 

４ 監査の結果 

（1）契約については、競争入札に付すのが原則であり、随意契約とする場合は適正か

つ明確な理由に基づくものであるかを確認した上で、透明性・公平性・経済性の確

保の観点から、業務内容・実施時期等を検討し、過去の実績を安易に踏襲すること

なく慎重かつ厳正な契約業務にあたられたい。 

（2）各種事業への補助金等についても、前年踏襲によることなく、公益性・公平性を
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保ちながら、組織・団体の自主性を尊重しつつ、適正かつ効率的な事業運営となっ

ているかを検証し、必要に応じて意見や助言などを加え、経済性も考慮しながら効

果的な事業の推進を図られたい。 

（3）市税については、自主財源の確保と公平性の観点から、課税客体の捕捉を適切に

実行し、税収の確保に努められたい。 

また、市税や各種使用料等の収納率の向上のため、債権管理条例、マニュアルに

基づき、各債権所管課と連携の強化を図りながら、効果的な滞納対策を講じ、早期

の対応による更なる滞納額の縮減と適確な債権管理に努められたい。 

（4）市民への情報提供として重要な手段である「広報かとり」については、月１回の

発行で紙面も限られている中、掲載情報の重要度を考慮しながら市民に分かりやす

く効果的に伝えられるよう創意工夫に努められたい。 

（5）今後とも関係各課との情報共有、連携、協議はもとより、市のほか市民、公共的

団体や事業者等が一体となって計画的、効率的、効果的な事業の推進が図れるよう

体制を整備するとともに、常に情報収集することにより社会情勢や施策の方向性を

把握し、香取市の魅力を内外へ情報発信することに努められたい。 

 

   以上の共通事項の他、各課(局)監査結果等については、次のとおりである。 
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総 務 部 

〈 総 務 課 〉 

１ 所管事務の概要 

  文書の収受・発送に関すること。条例・規則等の制定及び改廃に関すること。市議

会に関すること。庁議及び部課長会議に関すること。公印の作成及び保管に関するこ

と。組織及び事務分掌に関すること。行財政改革に関すること。各課定型業務等の支

援に関すること。情報システムの構築及び管理運用に関すること。情報化の推進、調

査及び研究に関すること。地域防災計画の策定及び実施に関すること。国民保護に関

すること。職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。職員の給与及び

旅費に関すること。職員の研修及び人材育成に関すること。職員の人事評価に関する

こと。職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。職員の福利厚生に関すること。

職員団体に関すること。職員の公務災害に関すること。特別職報酬等審議会に関する

こと。千葉県市町村職員共済組合、千葉県市町村総合事務組合及び千葉県市町村公平

委員会に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在） 

  課長、副参事 2 人、班長 5 人、副主幹 2 人、主査 7 人、主任主事 1 人、主事 5 人、

作業士 4人の計 27人である。 

  課 長     総 務 班 6人 

  副参事     庶 務 班 6人 

          情 報 管 理 班  4人 

副参事     防 災 対 策 班 3人 

          職 員 班 5人 

           

 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在 人件費含む） 

  一 般 会 計 

歳 入                         （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

74,412,000 3,942,515 1,088,515 2,854,000 27.61 

 

  歳 出                         （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

7,081,642,660 3,108,413,998 3,973,228,662 43.89 
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４ 業務の実施状況（R4.8.31現在） 

 (1) 法規審査の開催状況 

  法規審査会議は、2回の開催（回付審査は 21回実施）である。 

審査件数：条例 8 件、規則 14 件、規程形式の告示 16 件、訓令 2 件、

教育委員会規則 1件 

 (2) 行政法律相談の状況 

   相談件数は、総務部 26件など、計 102件である。 

(3) 定型業務等の支援状況 

支援に係る時間数は、封入封緘など、計 1,018時間である。 

(4) 健康診断の実施 

   定期健康診査は、11月 7日から実施予定。 

   腰痛健診は、対象者 149人、うち受検者は 147人で、受検率 98.7％である。 

対象者；清掃事務所、水道課、保育所、おみがわこども園に勤務し、腰部に過度

の負担がかかる作業に従事する職員 

   頸肩腕障害健診は、対象者 93人、うち受検者 88人で、受検率 94.6％である。 

対象者：手話通訳者、保育所、おみがわこども園に勤務する保育士 

（5）職員研修状況 

職員研修への参加状況は、香取広域市町村圏事務組合によるもの 90 名、千葉県

自治研修センターによるもの 37名など、計 139名である。 

（6）主な契約状況 

・住民情報系システム利用料 

   ・内部情報系システム利用料 

   ・ソフトウェア使用料 

 

５ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  緊急情報メール配信サービスほか 10件 

 

６ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

  各課における定型業務等の補助・支援業務を担っている庶務班については、各課の

要望を取り入れながら計画的に進め、効果的に機能するよう努められたい。 

防災備品等の購入については、いつ発生するかわからない災害に対し、出来るだけ

早期に予算執行に着手されたい。 
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〈 税 務 課 〉 

１ 所管事務の概要 

  個人市県民税普通徴収の申告、調査及び賦課、特別徴収に関すること。法人市民税・

軽自動車税・国民健康保険税・市たばこ税の申告、調査及び賦課並びに諸証明書交付

等に関すること。固定資産税及び都市計画税の賦課、土地・家屋及び償却資産の評価

並びに課税台帳等公簿の閲覧に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、班長 2人、主査 6人、主任主事 3人、主事 11人の計 23人である。 

市 民 税 班  11人 

  課 長      

           資 産 税 班  11人 

 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

 一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

8,478,937,000 8,497,449,232 4,803,510,987 3,693,938,245 56.53 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

73,479,000 68,179,703 5,299,297 92.79 

 

国民健康保険事業特別会計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

1,541,735,000 1,827,094,600 613,231,440 1,213,863,160 33.56 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

5,109,000 4,678,932 430,068 91.58 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

（1） 個人市民税課税状況 

調定額は 3,437,819,806円で、前年度比 44,493,278円の増である。 
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（2） 法人市民税課税状況 

調定額は 202,389,100円で、前年度比 9,757,600円の増である。 

（3） 固定資産税・都市計画税課税状況 

調定額は 4,342,193,700円で、前年度比 115,460,000円の増である。 

（4） 主な契約状況 

・各種行政事務電算処理業務委託 

・固定資産標準地の本鑑定に係る業務委託 

・航空写真データ作成及び地番図修正作業業務委託 

 

５ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  固定資産税家屋調査ほか３件 

 

６ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

  「広報かとり」による情報発信として、特に申請や届出が必要となる市税の減免制

度等の情報については、確実な周知が図られるよう掲載回数も含めて考慮し適確に周

知されたい。 

  農作業用自動車や償却資産等に係る市税における課税客体の捕捉に関しては、情報

収集等を積極的に行いながら、公平かつ適正な課税に努められたい。 

 

 

〈 債権管理課 〉 

１ 所管事務の概要 

  市税等の消込み、還付、充当及び徴収に関すること。市税等の口座振替に関するこ

と。市税等の納税相談及び滞納処分に関すること。固定資産評価審査委員会に関する

こと。市債権の移管及び債権担当課との連携・支援に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、班長 2人、主査 6人、主任主事 3人、主事 2人の計 14人である。 

債権整理班   3人  

  課 長       

管理収税班  10人 

 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

  一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収入済額  収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

204,950,000 501,549,097 162,584,668 338,964,429 32.42 
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歳 出                          （単位：円・％） 

予算現額  支出負担行為額 予算残額  執行率 

49,202,000 21,785,461 27,416,539 44.28 

 

国民健康保険事業特別会計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

99,475,000 558,366,290 63,063,542 495,302,748 11.29 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

25,008,000 14,059,859 10,948,141 56.22 

 

４ 市税等の収納状況（R4.8.31現在)  

 (単位：千円・％) 

税  目 予算現額 調 定 額 収入済額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

市 民 税 3,570,074 3,799,800 1,327,602 2,472,198 34.94 

固定資産税 4,008,219 4,328,890 2,881,605 1,447,285 66.57 

軽自動車税 284,165 311,457 269,241 42,216 86.45 

市たばこ税 480,443 229,600 229,597 3 100.00 

都市計画税 198,018 221,339 150,154 71,185 67.84 

計 8,540,919 8,891,086 4,858,200 4,032,886 54.64 

国民健康保険税 1,623,089 2,366,927 657,761 1,709,166 27.79 

※表中の金額は千円単位で表示し、単位未満を四捨五入した。従って、合計額等が一致しない場

合がある。 

 

５ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

（1） 徴収対策 

本税 15万円以上の滞納者に対し、優先的に滞納整理を進め、収納率向上を図る

こととしている。 

（2） 主な契約状況 

・コンビニエンスストア収納事務委託 

・電算システム業務支援委託 
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６ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  今月の納期限・休日納税相談日ほか 1件 

 

７ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

滞納整理については、納税者の資力や生活状況などの調査に基づき担税力を見極め、

適正かつ適確に実行し、滞納額の累積化の防止と新規の滞納者を発生させないよう努

められたい。 

 

 

〈 支 所 課 〉 

１ 所管事務の概要 

支所の総括事務、公印の保管、文書の収受発送及び保存、災害対応、公用自動車の

管理及び運用、行政財産の管理、庁舎及び市民センターの管理に関すること。 

課税台帳等公簿の閲覧及び証明、自動車の臨時運行許可、原動機付自転車等の標識

交付、市税の届出、市税等の納付書の再発行、納税証明書等諸証明の交付に関するこ

と。 

戸籍及び住民基本台帳関係の証明、戸籍及び住民基本台帳の各種届出・記録及び整

理、埋火葬・改葬の許可、身元照会回答、印鑑の登録及び証明、個人番号カード及び

通知カード、国民健康保険被保険者の資格管理、国民健康保険の給付、被保険者証等

の再交付、後期高齢者医療保険被保険者の資格管理、後期高齢者医療保険の給付、国

民年金の資格管理及び給付に関すること。 

環境保全の啓発及び指導の受付、狂犬病予防に関すること、廃棄物の適正処理及び

再利用の促進、市営墓地の受付、鳥獣の保護及び有害鳥獣の駆除、防犯灯の修繕受付、

防犯パトロール、交通災害共済の加入受付、交通安全施設の修繕受付に関すること。 

戦災被害者援護の受付、災害被害者の援護、地区民生委員児童委員の活動支援、日

本赤十字社の活動支援、生活保護受給者の対応、高齢者の生活支援事業の申請受付、

介護認定、介護保険の資格管理、介護保険事業の申請に関すること、タクシー券の交

付、障害者福祉事業の申請、障害者自立支援制度の給付、地域生活支援事業の申請、

身体障害者福祉法に基づく相談支援及び措置、知的障害者福祉法に基づく相談支援及

び措置、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく相談及び支援、心身障害

者扶養年金の届出、障害者（児）に係る各種手当等、障害者（児）に係る医療費の助

成、児童手当の支給、児童扶養手当の支給、保育所入退所の受付、放課後児童クラブ

の受付、子ども医療費の助成、未熟児養育医療費の助成の受付、ひとり親家庭等医療

費の助成受付、予防接種の申請に関すること。 

地域農業の振興、農家等の諸証明に関すること。 

市税等の収入事務、千葉県収入証紙の売りさばき及び本庁担当課への文書等の取次

に関する事務等を行っている。 
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２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、副参事 1人、班長 4人、副主幹 2 人、主査 22人、主任主事 1人、主事 5人の

計 36人である。 

支所管理班   6人 

  課 長     市民福祉班  14人 

小見川市民センター   2人（再任用） 

          山田支所班   7人 

副参事    栗源支所班   5人 

栗源市民センター 

 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予算現額  調 定 額 収入済額  収入未済額 
対調定 

収入率 

5,555,000 6,625,786 6,608,312 17,474 99.74 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予算現額  支出負担行為額 予算残額  執行率 

125,693,000 84,413,919 41,279,081 67.16 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

(1) 諸証明交付状況 

主な戸籍住民関係の交付状況は次のとおりである。 

・戸籍謄本・抄本等 2,781件 

・住民票等 3,161件 

・印鑑証明等 3,251件 

主な税務関係諸証明交付状況は次のとおりである。 

・自動車臨時運行許可 232件 

・固定資産評価証明 313件 

・原動機付自転車等の標識交付 107件 

（2）市民センター利用状況 

市民センター2館の利用状況は、次のとおりである。 

・小見川（いぶき館） 

開館日数 129日 利用件数 1,182件 使用料合計 1,413,090円 

・栗源（さつき館） 

開館日数 129日 利用件数 336件 使用料合計 226,850円 
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(3) 主な契約状況 

・小見川市民センター維持管理業務 

・山田支所庁舎維持管理業務 

・栗源市民センター維持管理業務 

  ・舞台・音響・照明操作業務委託 

 

５ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

施設・機械設備等の維持管理業務の継続的な業務の契約更新については、透明性や

経済性の確保から、競争入札の原則の趣旨から厳正な契約業務にあたられたい。 

市民センターの活用については、コロナ禍において減少していた利用率は少しずつ

回復している状況にあるが、引き続き、新型コロナウイルス感染予防対策を講じたう

えで、施設の有効利用に結び付けられるよう市民への周知等に努められたい。 
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経 営 企 画 部 

〈企画政策課〉 

１ 所管事務の概要 

    重要施策の企画及び総合調整、重要特命事項に関すること。広域行政及び香取広域

市町村圏事務組合に関すること。総合計画、行政評価に関すること。まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定に関すること。成田国際空港、地域交通、友好都市交流に関

すること。移住、定住対策の企画及び総合調整に関すること。ふるさと応援寄附金に

関すること。地域づくり、土地利用の総合調整に関すること。佐原駅周辺地区複合公

共施設整備に関すること。佐原駅北口交通拠点整備に関すること。基幹統計及びその

他各種統計調査、統計調査員会の組織運営に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、班長 2人、主査 5人、主任主事 5人の計 13人である。 

           政  策  班    7人 

課 長 

           企 画 調 整 班   5人 

 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

  一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

1,509,260,000 465,221,245 456,320,445 8,900,800 98.09 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

2,832,042,000 2,154,027,803 678,014,197 76.06 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

 (1) 佐原駅北口交通拠点整備事業 

「香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、市民のライフステージの変

化（市外への通勤・通学）に伴う都市間移動の不便性を解消することで人口流失を

抑止し定住性の向上を図ると同時に、インバウンドを含めた観光来街を活発化させ

交流人口の増加を図るため、地方創生推進交付金及び社会資本整備総合交付金を活

用し、高速バスを主体とした都市間公共交通の利便性向上に必要な諸調査及びバス

拠点（BT）整備を行う。 

 民有地所有者と用地取得協議中 
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（2）佐原駅周辺地区複合公共施設整備事業 

      老朽化している佐原中央公民館、佐原中央図書館の建て替えとともに、人口減少、

少子高齢化の進展に対応するため、福祉関連施設、子育て関連施設等を含む複合的

な施設として整備し、新たな人の流れの創出により中心市街地の活性化を図る。 

施設整備：管理運営事業コンストラクションマネジメント業務の委託契約 ㈱佐藤総合計画 

建設工事請負契約：受注者 清水建設㈱ 

維持管理運営業務委託契約：受注者 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 

（3）循環バス及び乗合タクシーの運行等 

香取市地域公共交通網形成計画（令和 2 年 3 月策定）に基づき、令和 3 年 10 月

から循環バス等の再編を行っている。 

乗合タクシーでは、公共交通空白地域の縮減及び高齢者等交通弱者の交通手段を

確保するため小見川中央・東南地区で乗合タクシーの運行を行っている。（平成 27

年 10月より本格運行） 

 (4) 主な委託等契約状況 

 ・香取市デマンド交通運行業務委託 

 ・佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業 建設工事 

 

５ 補助金等交付状況（R4.8.31現在) 

香取市統計調査員会に 296,000円の補助金が交付された。 

 

６ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

フレンドリータウンデイズ「香取市の日」ほか９件 

 

７ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

ふるさと香取応援寄附金については、返戻品の拡充に加え、品質の維持・確保により信

頼性や魅力度を高めながら一層の充実化に努められたい。 

移住定住政策では、最も大切である子育て環境向上の関連施策を各課との連携によ

り総合的に計画・調整し積極的に推進されたい。 

 

 

〈 財 政 課 〉 

１ 所管事務の概要 

  予算の編成及び執行管理に関すること。歳入及び歳出の決算に関すること。支出負

担行為の審査に関すること。地方交付税に関すること。市債に関すること。財政調整

基金等市の基金に関すること。財政事情の公表に関すること。指定金融機関及び収納

代理金融機関の指定に関すること。市有財産の取得・管理及び処分の総括に関するこ

と。公用自動車の共済事業・保険・車両の総括管理及び運用に関すること。庁舎の維

持及び管理に関すること。入札参加資格審査申請及び資格審査に関すること。入札、
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契約及び検査事務に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、班長 3 人、副主幹１人、主査 8 人、副主査 2 人、主任主事 2 人、主任技師 1

人、主任技能士 1 人、主事 1 人、技師 1 人、運転手 1 人、作業士 1 人の計 23 人であ

る。 

           財 政 班   6人 

  課 長      施設経営班   11人（うち再任用 2人・任期付職員 2人） 

            契約検査班   5人 

 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

  一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

18,108,364,045 9,925,686,513 7,149,883,937 2,775,802,576 72.03 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

5,143,927,340 861,579,032 4,282,348,308 16.75 

 

土地取得事業特別会計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

100,000 0 0 0 0.00 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

100,000 0 100,000 0.00 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

 (1) 市債の状況 

一般会計の地方債の令和 4年度末残高見込額は 39,771,031,397円である。 

前年度末現在高 39,380,540,590円 

令和 4年度の借入見込額 4,350,354,000円,元金償還見込額 3,959,863,193円 

 

特別会計（観光事業・太陽光発電事業・病院事業債管理）の地方債の令和 4 年度
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末残高見込額は 7,932,392,752円である。 

前年度末現在高 8,447,086,364円 

令和 4年度の借入見込額 56,500,000円、元金償還見込額 571,193,612円 

企業会計（水道事業・簡易水道事業・公共下水道事業・農業集落排水事業）の地方

債の令和 4年度末残高見込額は 15,239,935,091円である。 

前年度末現在高 14,382,482,601円 

令和 4年度の借入見込額 2,176,500,000円、元金償還見込額 1,319,047,510円 

  (2) 建設工事契約の状況 

   指名競争入札による契約件数 19件、契約金額 134,163,700円である。 

一般競争入札は、契約件数 2件、契約金額 92,235,000円である。 

(3) 主な契約状況 

・庁舎空調設備（熱源）改修設計業務委託 

・庁舎清掃・設備管理業務委託 

 

５ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  令和４年度香取市当初予算ほか２件 

 

６ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

施設・機械設備等の維持管理業務の継続的な業務の契約更新について、透明性や経

済性の確保から競争入札に付すべきものについては、契約準備期間も考慮し、年度切

り替えに伴う業務が円滑かつ適正に行われるよう、厳正な契約業務にあたられたい。 

  市民バス管理運用事業については、車両の老朽化が進む中、利用状況から市民ニー

ズを見極め、台数の見直しも含めた検討を進めながら、経済性を考慮し効果的な運営

を図られたい。 

  市有地、旧学校跡地等については、貸付等の適正化及び有効活用が図られるよう、

適宜検証し、適正な管理が図られるよう努められたい。 

 

〈 秘書広報課 〉 

１ 所管事務の概要 

  市長及び副市長の秘書に関すること。広報紙の発行に関すること。市政の啓もう及

び宣伝その他広報に関すること。ホームページに関すること。広聴に関する事務等を

行っている。 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、班長 2 人、主査 3 人、副主査 1 人、主任主事 1 人、主事 2 人、主任技能士 1

人の計 11人である。 

 秘 書 班 5人 

  課 長        

            広報広聴班 5人 
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３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

一 般 会 計 

 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

1,659,000 879,000 879,000 0 100.00 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

26,559,000 13,702,833 12,856,167 51.59 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

 (1) 「広報かとり」の発行 

   A4版 24ページ。月１回、1日（前月 20日）発行している。 

発行部数 28,000部 

配布方法 自治会に配布依頼 

公共施設への設置 23件、その他コンビニエンスストアなどへの設置 104件 

 (2) 香取市ホームページ 

   行政情報、観光イベント情報を提供している。 

8月末までのアクセス数 5,643,536件（月平均 1,128,707件） 

 (3) 市長への手紙 

   投書やメールなどにより多くの人の意見を広く聴取し、市政への反映を行なって

いる。手紙の内容および回答は広報及びホームページで公開している。 

8月末までの受付件数 127件 

 

５ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  市長への手紙・メールほか６件 

 

６ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

広報の掲載の在り方については、職員間での意見交換を深めながら連携を強化し、

市民目線で分かりやすい紙面づくりを心がけ、改善意識をもって取り組まれたい。 

ホームページ掲載では、長期間未更新の記事について、定期的に確認し更新するな

ど、情報の新鮮度を考慮しながら掲載情報の管理に努められたい。 

また、ホームページに掲載する広告の件数を増やせるよう、積極的に宣伝し工夫し

ながら取り組まれたい。 
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〈 市民協働課 〉 

１ 所管事務の概要 

  国際交流事業、行政連絡業務、自治会、認可地縁団体、地区要望、地区集会施設、

コミュニティ事業、市民協働のまちづくりの推進、地域振興事業、市民活動団体等に

関すること。 

男女共同参画の推進、市民相談・法律相談・行政相談等各種相談、人権擁護の推進、

地域改善対策、配偶者等からの暴力の防止と相談、みずほふれあいセンターの運営・

管理等に関すること。 

市民活動支援センター及び香取市まちづくり条例に関する事務等を行っている。 

   

２ 職員の配置及び組織状況（R4.8.31現在) 

  課長、副参事 1人、班長 3人、所長 1人、主査 3人、主事 9人の計 18人である。 

 

      課長       市 民 協 働 班 3人 

               人権・市民相談班 3人 

               みずほふれあいセンター 1人（再任用） 

      副参事      市民活動支援班 3人 

               小見川市民活動支援センター 2人（再任用） 

               山田市民活動支援センター 2人（再任用） 

               栗源市民活動支援センター 2人（再任用） 

３ 予算の執行状況（R4.8.31現在) 

一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対調定

収入率 

13,095,000 13,057,709 1,768,971 11,288,738 13.55 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

83,828,000 58,796,611 25,031,389 70.14 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

  (1) 行政連絡業務 

   310 の自治会に対し、交付金を支給し、行政連絡業務の依頼及び自治会活動の支

援を行っている。 

 (2) 人権啓発事業及び男女共同参画推進事業 

香取市人権施策基本指針及び第 2 次香取市男女共同参画計画（令和元年度策定）

に基づき、研修会等の啓発を実施している。 
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・人権講演会 10月開催予定 

・人権研修会 1回実施 参加者 35人 

・男女共同参画研修会 1回実施 参加者 31人 

 (3) 市民協働まちづくり活動事業 

  香取市まちづくり条例に基づく「住民自治協議会」の設立及び活動支援を行っている。 

○住民自治協議会の設立及び活動に向けた人的支援 

   ・市民活動支援センターの設置（小見川・山田・栗源） 

   ・市民活動スペースの設置（小見川・山田・栗源） 

   ・地区担当職員の任命 137人 

   ・市民協働専門家委員会の設置 

○住民自治協議会設立後の財政的支援 

・計画策定補助金 限度額 30万円 交付件数 1件 

   ・事業補助金 限度額 99万円＋（人口 1,000人ごとに 4.5万円を加算） 

          交付件数 20件 

○住民自治協議会設立件数 

地 域 設立想定協議会数 設立協議会数 うち計画策定済 

佐 原 11 10 8 

小見川 5 5 5 

山 田 5 5 5 

栗 源 3 3 3 

計 24 23 21 

（4）主な契約状況 

   ・印刷機等賃貸借 

５ 補助金等交付状況（R4.8.31現在) 

  香取市国際交流協会及び自治会 310団体、住民自治協議会ほかに対し、47,342,439

円の補助金等が交付された。 

 

６ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  国際交流協会ほか８件 

 

７ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

人口減少と高齢化の進展により、自治会等の機能維持や地区集会施設の維持管理の

負担増など課題が多い中、市民協働のまちづくりの意義を再確認し、情報発信に努め

更に進展できるよう取り組まれたい。 

国際交流協会に関しては、国際交流員等とも繋がりを深めながら連携し、活動の充

実化を図り、効果的な取り組みを推進されたい。 

補助金を交付している団体に対しては、活動の目的や効果を確認し、適正に執行さ

れているかの検証を行い、より公平で効果的な支援のあり方を検討されたい。  
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福 祉 健 康 部  

〈 社会福祉課 〉 

１ 所管事務の概要 

  保健福祉施策に係る調整及び推進に関すること。民生委員児童委員に関すること。

日本赤十字社に関すること。生活保護法に基づく保護の措置に関すること。身体障害

者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく相談、支援及び措置に関すること。障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律並びに児童福祉法に基づく相談及び支援に関すること。障害者(児)に係

る各種手当等の支給に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、班長 3人、副主幹 1人、主査 12人、主任主事 6人、主事 4人、保健師 1人の

計 28人である。 

           社会福祉班    5人 

課 長      生活支援班   11人 

           障がい者支援班 11人 

 

３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一般会計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

3,024,970,940 1,088,078,608 798,966,313 289,112,295 73.43 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

4,074,998,800 2,039,641,417 2,035,357,383 50.05 

 

４ 業務の実施状況（R4.9.30現在) 

 (1) 生活保護の状況 

   生活保護の世帯数は 671世帯である。 

内訳：高齢者世帯 420 世帯（62.59％）、母子世帯 12 世帯（1.79％）、障害者世 

帯 74世帯（11.03％）、傷病世帯 114世帯（16.99％） 

その他世帯 51世帯（7.60％） 

(2) 障害者の状況 

身体障害者手帳所持者は成人 2,451人、児童 29人である。 

成人の内訳：1 級 849 人、2 級 386 人、3 級 360 人、4 級 570 人、5 級 148 人、 
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6級 138人 

児童の内訳：1級 19人、2級 5人、3級 3人、4級 1人、5級 0人、6級 1人 

療育手帳所持者は成人 528人、児童 149人である。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は成人 505人、児童 7人である。 

(3) 主な契約状況 

・香取市生活困窮者自立支援事業業務委託 

・香取市障害者相談支援事業委託 

・地域活動支援センター事業委託 

 

５ 補助金等交付状況（R4.9.30現在) 

  社会福祉法人香取市社会福祉協議会に社会福祉協議会活動事業補助金を交付した

ほか、計 9件の補助金で 27,778,000円が交付された。 

 

６ 重点項目（「広報かとり」掲載状況） 

  住民税非課税世帯等臨時特別給付金ほか 6件 

 

７ 監 査 結 果 

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援事業など本人の申請が必要となる支援

施策については、「広報かとり」等により効果的に情報発信し、市民への確実な周知に

努められたい。 

 

 

〈 高齢者福祉課 〉  

１ 所管事務の概要 

  介護保険事業及び介護認定に関すること。介護保険料の賦課・徴収に関すること。 

 地域密着型サービス等に関すること。居宅介護支援等に関すること。介護保険施設等

の整備に関すること。高齢者福祉施策に関すること。高齢者の生活支援事業に関する

こと。敬老祝事業に関すること。地域包括支援センターに関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、班長 3人、副主幹 1人、主査 9人、主事 6人の計 20人である。 

            介 護 認 定 班  5人 

    課 長       保 険 管 理 班  7人 

                   高齢者支援班  7人 

 

３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一 般 会 計 
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歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

85,674,000 63,301,239 24,079,791 39,221,448 38.04 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

1,361,586,000 57,590,111 1,303,995,889 4.23 

 

介護保険事業特別会計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

8,076,255,000 6,874,195,166 3,484,367,954 3,389,827,212 50.69 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

7,914,562,000 3,106,156,290 4,808,405,710 39.25 

 

４ 業務の実施状況（R4.8.31現在) 

 (1) 介護保険事業による要介護（要支援）認定者は 4,577人である。 

内訳：要支援１ 497人 要支援２ 575人 

要介護１ 971人 要介護２ 865人 要介護３ 720人 

要介護４ 609人 要介護５ 340人 

 (2) 居宅介護（介護予防）サービス受給者は 2,551人、うち、予防給付 460人、介護

給付 2,091人である。 

予防給付の内訳：要支援１ 159人 要支援２ 301人 

介護給付の内訳：要介護１ 660人 要介護２ 650人 要介護３ 402人 

要介護４ 257人、要介護５ 122人 

  (3) 地域密着型（介護予防）サービス受給者は 432人、うち、予防給付 3人、介護給

付 429人である、 

(4) 施設介護サービス受給者は 807人で、すべて介護給付である。 

 

５ 主な契約状況 

  ・緊急通報体制等整備事業委託 

  ・香取市佐原地域包括支援センター業務委託 

  ・香取市小見川地域包括支援センター業務委託 
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  ・生活支援体制整備事業業務委託 

 

６ 補助金等交付状況（R4.9.30現在) 

  香取市高齢者クラブ連合会へ高齢者クラブ連合会活動事業補助金を交付したほか、

計 3件の補助金で 13,297,200円が交付された。 

 

７ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

地域包括支援センター紹介の外６件 

 

８ 監 査 結 果 

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

利用実績が少ない高齢者通院タクシー事業については、利便性の向上を目指した取

り組みの検討を含め有効な施策となるよう改善意識を持ち取り組まれたい。 

介護保険料減免など申請が必要となる手続き等の周知に関しては、「広報かとり」を

有効に活用し、分かりやすく適確に情報を伝えられるよう努められたい。 

 

〈 子育て支援課 〉 

１ 所管事務の概要 

  児童福祉に関すること。児童虐待防止に関すること。子育て世代包括支援センター

に関すること。家庭児童相談室に関すること。妊婦健康診査に関すること。母子健康

手帳交付に関すること。次世代育成支援対策に関すること。ファミリーサポートセン

ターに関すること。子ども医療費の助成に関すること。子ども・子育て支援事業に関

すること。児童手当に関すること。地域子育て支援センターに関すること。児童扶養

手当に関すること。ひとり親医療費の助成に関すること。児童遊園に関すること。児

童館の運営に関すること。保育に関すること。保育所の運営に関すること。幼保一元

化に関すること。放課後児童クラブの運営に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、班長 3人、主査 12人、主任主事 2人、主事 5人、保育教諭 2名で 25人、保

育所に所長 7 人、主査 12 人、副主査 1 人、保育士 23 人、調理員 2 人で 45 人、合計

70人である。 

         子育て推進班 7人        大倉保育 所    4人 

課 長                      北佐原保育所    5人 

      保 育 班 13人       香取保育 所    4人  

                           佐原保育 所   10人 

                   子育て世代包括                 新島保育 所    4人 

                   支援センター 4 人             瑞穂保育 所   8人 

                                                  小見川東保育所  5人                                   

                           栗源保育 所   5人 
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３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

2,590,834,000 594,294,039 588,465,424 5,828,615 99.02 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

4,370,367,512 2,035,262,973 2,335,104,539 46.57 

 

４ 業務の実施状況（R4.9.30現在) 

  (1) 児童扶養手当支給状況 

   ひとり親家庭の経済的負担・精神的不安を軽減するため、361 人に支給し、その

対象児童数は 531人である。 

内訳：全部支給者 183人 対象児童数 286人 

一部支給者 178人 対象児童数 245人 

金額：全部支給 児童 1人当たり月額 43,070円 

一部支給 所得に応じ月額 43,060円から 10,160円まで 

※第 2子以降加算支給 

 (2) 子ども医療費助成事業 

   子どもの健全育成と保健対策の充実、被保険者の経済的負担を軽減するため、支

給した受給資格者は 8,220人である。 

支給方法：0歳から中学校 3年生まで 現物給付 38,670件 

高校生世代及び県外医療機関受診分 償還払い 1,149件 

 (3) 地域子育て支援センター事業 

   地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、地域の子育て家庭に対する育児支援を行

うため、保育所等の施設を活用したセンターで、子育て相談等の事業を行うものである。 

実施場所：わくわく広場（大倉保育所）ほか 7施設 

利用者延人数：4,701人 

(4) 児童手当 

   15 歳到達後最初の 3 月 31 日までの間にある児童（中学校修了前の児童）を養育

している者（公務員を除く）に支給するものである。 

支給対象延児童数 23,747人 

支給額 259,165,000円 

(5) 保育所入所状況 

  入所している児童数は、公立 8施設で 417人、私立 12施設で 1,093人、計 1,510

人である。 
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(6) 子育て世代包括支援センター運営事業 

   安心して子育てができる環境を目指し、妊娠・出産・子育て期における総合相談

窓口として、子育て世代包括支援センターを設置し、母子手帳の交付から、妊娠・

出産・子育て期に関する各専門的な相談に応じ、必要な情報提供や助言、保健指導

を行うほか、家庭児童相談室では、特定妊婦や要保護児童等、保護が必要と思われ

る児童への支援を実施する。 

    母子保健・子育て支援事業 412人（実人数） 

    子ども家庭総合支援事業  324人（実人数） 

    母子・父子福祉推進事業   55人（実人数） 

 

５ 補助金等交付状況（R4.9.30現在) 

  放課後児童健全育成運営補助金が、合同会社美咲グループほか 2 団体に対し、

14,914,000円交付された。 

 

６ 主な契約状況 

  ・妊婦健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査事業委託 

  ・地域子育て支援センター事業委託 

  ・放課後児童クラブ・山田児童館運営業務委託 

 

７ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

児童手当の外５件 

 

８ 監 査 結 果 

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

子育て世代包括支援センターでの相談件数は増加傾向にあり、その役割が期待され

ている中、相談内容は多様で複雑化してきている状況にあることから、関係機関等と

の連携の拡充など機能強化が一層重要と考える。 

本市における子育て環境の向上施策は特に重要と位置付けられ、関連する他の部局

と連携しながら今後一層積極的な推進に努められたい。 

また、契約に関しては、競争入札を原則とする基本的な考えの基、随意契約をする

場合は、透明性や経済性の確保の観点から客観的に判断すべきであることを認識し適

正に執行されたい。 

 

 

〈 健康づくり課 〉 

１ 所管事務の概要 

  各種予防接種に関すること。感染症予防に関すること。がん検診に関すること。地

域医療に関すること。在宅当番医制に関すること。献血推進に関すること。健康増進

に関すること。母子保健に関すること。歯科保健に関すること。健康づくりに関する
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こと。健康相談・健康教育に関すること。 

地方独立行政法人香取おみがわ医療センターの運営に関すること。産科クリニック

等の開設に関すること。新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務等を行ってい

る。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、副参事 1人、班長 4人、副主幹 2 人、主査 10人、主任主事 1人、主事 2人、

保健師 1人、管理栄養士 1人、歯科衛生士 1人の計 24人である。 

  課 長     保健予防班     5人    

          健康づくり班     10人    

新型コロナウイルスワクチン接種対策室  5人 

  副参事     地域医療推進室 2人 

 

３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

476,309,789 9,006 3,811 5,195 42.32 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

1,281,503,307 828,142,573 453,360,734 64.62 

 

病院事業債管理特別会計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

446,800,000 194,508,393 194,508,393 0 100.00 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

446,800,000 194,508,393 252,291,607 43.53 

 

４ 業務の実施状況（R4.9.30現在) 

 (1) 乳幼児健康診査 

   4ヶ月児は対象者 139人中、受診者 139人、10ヶ月児は対象者 188人中、受診者
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182人である。また、1歳 6ヶ月児は対象者 189人中、受診者 190人、2歳 6ヶ月児

歯科健康診査は対象者 164 人中、受診者 157 人、3 歳 6 ヶ月児対象者は 162 人中、

受診者 164人である。 

(2) がん検診実施状況 

   7種類の健診で、受診者は 17,502人である。 

受信者内訳：大腸がん 4,880人 乳がん（マンモグラフィー）2,057人 

乳がん（エコー）1,653人 胃がん 2,522人 前立腺がん 2,230人 

肺がん（胸部間接撮影）4,143人、肺がん（喀痰細胞診検査）17人 

（3）新型コロナウイルスワクチン接種状況（R4.9.30現在） 

対象者数 70,967人中、3回接種完了者数 52,360人で、接種率 73.78％である。 

接種率の内訳：65歳以上 89.96％ 

12～64歳 68.66％ 

５ 補助金等交付状況（R4.9.30現在) 

   一般社団法人香取郡市医師会に対し、2件の補助金が 1,766,013円交付された。 

 

６ 主な契約状況 

・香取市健康相談ダイヤル 24業務委託 

・個別予防接種業務委託 

・胃がん・大腸がん検診業務委託 

・新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託 

 

７ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

新型コロナウイルスワクチン接種事業の外 11件 

 

８ 監 査 結 果 

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

各種健診や予防接種等の市民の健康に関わる情報の周知は特に大切で、「広報かとり」

での掲載方法を工夫するなどわかりやすく適確な情報発信に努められたい。 
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教育委員会  

〈教育総務課 〉 

１ 所管事務の概要 

教育委員会の規則及び訓令の制定・改廃に関すること。教育委員会の会議に関する

こと。請願及び陳情書の処理に関すること。教育行政の施策の総括及び各課の連絡調

整に関すること。教育ビジョンの計画策定及び推進に関すること。学校その他教育機

関の設置及び廃止並びに敷地の設定・変更に関すること。教育委員及び教育長の秘書

事務に関すること。学校教育施設の整備計画に関すること。教育財産の管理に関する

こと。学校等の適正配置に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、班長 2人、主査 2人、主任主事 2人、主事 2人の計 9人である。 

       課 長      教育総務班   3人 

                  施設整備統合班 5人 

 

３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

286,000 0 0 0 0.00 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

119,705,000 52,196,645 67,508,355 43.60 

 

４ 業務の実施状況（R4.9.30現在) 

(1) 教育委員会議の状況 

定例会が毎月 1回、計 6回開催された。 

(2) 小中学校施設整備及び主な契約状況 

香取中学校及び佐原第五中学校屋内運動場照明設備改修工事が実施された。 

 

５ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

  教育委員会表彰３件 

 

６ 監 査 結 果 

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 
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廃校となった旧学校施設の利活用に向けた取り組みが始められているが、一層の促

進のため、建物の部分活用も含め利活用し易い条件を考えるなど創意工夫により積極

的に推進されたい。 

 

 

〈 学 校 教 育 課 〉 

１ 所管事務の概要 

学校教育政策に関する企画・総合調整に関すること。学校（幼稚園）教育の指

導、学校安全に関すること。就学事務、学齢簿の管理、教科書に関すること。学校

事務、学校予算に関すること。児童生徒、就学児童の健康診断に関すること。学校

施設の維持管理に関する事務等を行っている。 

また、学校給食センターにおいては、学校給食及び給食費徴収業務に関する事務

等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、班長 2 人、主幹 2 人、管理主事 1 人、指導主事 3 人、主査 2 人、主任主事 1

人、主事 2で、14人。 

幼稚園・小学校・中学校に、教諭 6 人、副主査 9 人、主任作業士 1 人、作業士 7人

で、23人。 

学校給食センターに、所長 1人、次長 1人、副主幹 1人、主査 1人で、4人。 

以上合計 41人である。 

           学校教育班 8人    

課 長      指 導 班 5人     

           小学校・中学校・幼稚園 23人 

学校給食センター 4人 

 

３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一 般 会 計 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

304,149,000 157,027,844 99,877,705 57,150,139 63.61 

 

歳 出 （小・中学校への配当予算分を除く）        （単位：円・％） 

執行可能予算額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

1,446,611,564 874,676,355 571,935,209 60.46 
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４ 業務の実施状況（R4.9.30現在) 

 （1）給食実施状況 

給食実施学校数は、小学校 15 校、中学校 7 校の計 22 校で、給食実施人員は

24,390人である 

（2）主な契約状況 

・香取市学校教育情報ネットワーク基盤賃貸借 

・市内小中学校公共クラウドサービス利用料 

  ・スクールバス運行管理業務委託 

   ・小中学校校務用、教育用 PC機器等賃貸借 

   ・佐原小学校横断歩道橋解体・撤去工事 

  ・香取市学校給食センター調理等業務委託 

 

５ 補助金等交付状況（R4.9.30現在) 

児童生徒の各種大会選手派遣助成として、佐原小学校ほか 21校に 2,871,400円、

その他 4件の補助事業で、計 3,618,400円の補助金が交付された。 

 

６ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

ボランティアの募集ほか 3件 

 

７ 監査結果  

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

スクールカウンセラーの役割への期待が高まっている中、保護者や生徒児童からの

相談要望の実情に対して相談体制が不足していると感じることについては、その状況

を的確に県等に報告するなど適正化に向け働きかけをされたい。 

また、契約に関しては、競争入札を原則とする基本的な考えの基、随意契約をする

場合は、透明性や経済性の確保の観点から客観的に判断し適正に執行すべきである。 
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〈 生 涯 学 習 課 〉 

１ 所管事務の概要 

  生涯学習に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。社会教育委員並びに公

民館運営審議会及び図書館協議会に関すること。社会教育の振興に係る企画及び調整

に関すること。人権教育振興事業に関すること。公民館・文化会館及び図書館の管理

運営に関すること。伝統文化の育成及び保存に関すること。青少年相談員及び青少年

相談員連絡協議会に関すること。伊能忠敬記念館の管理及び運営に関すること。文化

財の保護・保存及び管理に関すること。生涯スポーツ推進計画に関すること。スポー

ツ推進審議会、スポーツ推進委員及びスポーツ協会に関すること。社会体育施設の管

理及び運営に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在) 

  課長、副参事 1人、班長 5人、館長 5人、所長 3人、主幹 3人、副主幹 5人、主査

11人、副主査 1人、主任主事 6人、主事 13 人、学芸員 2人、作業士 2人の計 58人で

ある。 

 

                生 涯 学 習 班 6人 

  課 長           生涯学習２班 3人 

          文 化 財 班 6人 

     伊能忠敬記念館 5人（うち再任用 2人） 

     佐原中央公民館 6人（うち再任用 3人） 

                佐原文化会館 1人 

     佐原中央図書館 6人 

     小見川図書館 3人（うち再任用 2人） 

     山 田 公 民 館 3人（うち再任用 2人） 

                スポーツ振興班 5人 

                スポーツ振興２班 5人 

        副参事     小見川スポーツ・ 

コミュニティセンター 1人（うち再任用 1人） 

                小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター 2人（うち再任用 2人） 

             山田Ｂ＆Ｇ海洋センター 3人（うち再任用 1人） 

             栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター 1人（うち再任用 1人） 
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３ 予算の執行状況（R4.9.30現在) 

一 般 会 計 

 

歳 入                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

117,581,000 38,067,995 26,874,342 11,193,653 70.60 

 

歳 出                          （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

482,801,280 293,537,649 189,263,631 60.80 

 

４ 業務の実施状況（R4.9.30現在) 

 (1) 公民館等利用状況 

   佐原中央公民館利用団体 1,452 団体、利用者 20,533 人、佐原文化会館利用団体

26 団体、入場者 8,620 人、山田公民館利用団体 468 団体、利用者 8,006 人である。 

  (2) 佐原中央図書館・小見川図書館・山田公民館図書室利用状況 

   佐原中央図書館開館日数 149 日、貸出者数 13,588 人、図書貸出冊数 46,582 冊、

小見川図書館開館日数 149日、貸出者数 12,268人、図書貸出冊数 45,325冊である。 

(3) 伊能忠敬記念館入館者状況 

     入館者は、38,713人である。 

(4) 佐原地区体育施設利用状況                   （単位：人） 

施  設  名 利用人数 施  設  名 利用人数 

佐 原 野 球 場 625 本矢作運動広場 285 

佐原軟式庭球場 991 玉 造 庭 球 場 1,038 

一般軟式野球場（河川敷） 0 与田浦運動広場（野球場） 2,063 

軟式少年野球場（河川敷） 0 与 田 浦 運 動 広 場（多目的広場） 4,306 

硬 式 庭 球 場（河川敷） 2,000 市 民 体 育 館 10,579 

合 計 21,887 

(5) スポーツ・コミュニティセンターの利用状況 

個人利用トレーニング室 4,068 人、体育館 1,965 人で、団体利用体育館 1,435 人

である。 

 (6) くろべ運動公園の利用状況 

野球場 5,214人、テニスコート 7,082人である。 

 (7) 山田運動広場施設の利用状況 

中央運動広場テニスコート 2,289 人、中央運動広場野球場 2,572 人、八都運動広
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場テニスコート 214人である。 

 (8) 栗源運動広場施設の利用状況 

野球場 1,879人、多目的広場 180人である。 

(9) B&G海洋センターの利用状況 

  小見川 11,076人、山田 14,634人、栗源 2,991人である。 

 

５ 補助金等交付状況（R4.9.30現在) 

 香取市スポーツ協会ほか 11団体に対し、18,031,000円の補助金が交付された。 

 

６ 主な契約状況 

  ・プール監視業務委託 

  ・山田Ｂ＆Ｇ艇庫解体工事 

  ・体育施設管理及び市スポーツ協会運営業務委託 

 

７ 重点項目（「広報かとり」の掲載状況） 

乳幼児家庭教育学級「らっこクラブ」ほか 28件 

 

８ 監 査 結 果 

予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

佐原中央図書館が複合施設コンパスへ移転し新しくなることを契機に、子どもたち

の読書の機会向上に繋がるよう学校図書との連携を深める仕組みづくりを考えるなど

利便性の向上に努められたい。 

申込みが必要となる各種教室やイベント等の「広報かとり」による情報提供につい

ては、掲載のタイミングを充分に考慮しながら、市民に分かりやすく適確に周知され

たい。 
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議 会 事 務 局  

１ 所管事務の概要 

  本会議及び委員会に関すること。議員の身分・報酬に関すること。儀式及び交際に

関すること。全員協議会に関すること。会議録・その他記録の調整及び保管に関する

こと。議会の広報に関する事務等を行っている。 

 

２ 職員の配置及び組織状況（R4.9.30現在） 

  局長、次長 1人、班長 1人、主査 2人、主事 1人の計 6人である。 

事務局長   次 長 議 会 班 4人 

 

３ 予算の執行状況（R4.9.30現在） 

一 般 会 計 

歳 入                         （単位：円・％） 

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 
対 調 定 

収 入 率 

0 3,000 3,000 0 100.00 

歳 出 （単位：円・％） 

予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

181,766,000 105,467,355 76,298,645 58.02 

 

４ 業務の実施状況（R4.9.30現在） 

(1) 本会議の開催 

6月定例会（18日間）・臨時会（1日間）・9月定例会（29日間）を開催した。 

議案等 51件、発議案 3件 

内訳：原案可決 20件、原案同意 3件、原案承認 4件、原案認定 12件、その他 12

件、発議案原案可決 3件 

(2) 特別委員会の開催 

   決算審査特別委員会 3回（令和 3年度一般会計・特別会計・企業会計の決算審査）、

議会広報特別委員会 7回、議会改革検討特別委員会 6回、成田国際空港対策特別委

員会 1回を開催した。 

 

５ 監 査 結 果 

    予算の執行状況及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。 

議会だよりについて、新聞折込みにより市民へ配付しているが、新聞の未購読世帯

が増えている状況にある中、経済性にも考慮しながら適切な配布方法の在り方を検討

されたい。
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学 校 監 査 

１ 監査の対象校 

栗源中学校・東大戸小学校・佐原小学校・香取小学校・瑞穂小学校 

 

２ 監査の期日 

   令和 4年 11月 10日（木）・令和 4年 11月 11日（金） 

 

３ 監査の場所 

   各小学校及び中学校 

 

４ 監査の実施内容及び着眼点 

学校等配当予算の執行状況及び施設の管理状況について、諸帳簿類の調査及び関係

職員へ説明を求め確認を行った。 

なお、併せて学校施設の視察と確認を行った。 

・理科室 理科薬品庫の施錠、薬品の管理状況 

・図書室 図書の状況、利用状況 

・備品 購入状況、利活用状況 

 

５ 各学校予算の歳出執行状況（R4.9.30現在) 

  栗源中学校                         （単位：円・％） 

科  目 予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

教育振興費 2,393,200 1,572,916 820,284 65.72 

計 2,393,200 1,572,916 820,284 65.72 

 

東大戸小学校                       （単位：円・％） 

科  目 予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

教育振興費 2,447,900 1,973,459 474,441 80.62 

計 2,447,900 1,973,459 474,441 80.62 

 

佐原小学校                         （単位：円・％） 

科  目 予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

教育振興費 6,402,800 4,270,761 2,132,039 66.70 

計 6,402,800 4,270,761 2,132,039 66.70 
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香取小学校                       （単位：円・％） 

科  目 予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

教育振興費 2,415,467 1,879,624 535,843 77.82 

計 2,415,467 1,879,624 535,843 77.82 

 

瑞穂小学校 

科  目 予 算 現 額 支出負担行為額 予 算 残 額 執行率 

教育振興費 2,385,167 1,683,313 701,854 70.57 

計 2,385,167 1,683,313 701,854 70.57 

 

 

６ 監査の結果 

  予算の執行経理事務及び関係諸帳簿については、おおむね適正であると認められた。 

学校施設の老朽化が進む中、安全性の観点から、施設の現況把握を的確に行い必要

な調査や整備について、その緊急性を勘案して適切に予算要求を行い教育環境の改善

に努められたい。 

また、スクールカウンセラーによる相談日数が、保護者や児童生徒からの相談要望

の実情に不足すると感じることについては、適正化のため適確に県等に報告し改善に

向け努められたい。 

   備品や図書等の管理台帳では、電子データによる記録が増ているが、加除履歴等も

明確にしておく記録方法により取り扱われたい。 


